
 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護 

重要事項説明書 

 

あなたに対する小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護（以下「小

規模多機能型居宅介護」という）サービスの提供開始にあたり、厚生労働省令第３４号第

４章に基づいて、当事業者があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１． 事業者 

（１）法人名  ： 株式会社 さわやか倶楽部 

（２）所在地  ： 福岡県北九州市小倉北区熊本 2丁目 10番 10号 

（３）連絡先  ： ＴＥＬ 093－551－5555  ＦＡＸ 093－513－3222  

（４）代表者  ： 代表取締役 山本 武博 

（５）設立年月日： 2004年 12月 1日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の目的 

介護保険法並びに老人福祉法に従い、要介護状態等にある高齢者に対し、適正な指

定小規模多機能型居宅介護を提供することを目的とする。 

（２）事業所の運営方針 

利用者がその有する能力に応じ、利用者の居宅において自立した生活を営むことが

できるよう、利用者の居宅において、又はサービス拠点に通っていただき、若しくは

短期間宿泊していただき、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機

能訓練を行います。その拠点でのサービスは、家庭的で、かつ地域住民との交流を大

切にしたものとします。 

（３）事業所の内容 

事業所の種類 指定小規模多機能型居宅介護事業 

指定番号：北九州市指定第 ４０９０３００１０６号 

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業 

指定番号：北九州市指定第 ４０９０３００１０６号 

事業所の名称 小規模多機能さわやか中原館 

事業所の所在地 北九州市戸畑区中原西３丁目 8-12 

電話番号 ０９３－８７３－７７８８ 

管理者氏名 藤野 ちづ子 

開設年月日 ２０１３年 ６月 １日 



営業日 年中無休 

営業時間 24時間(但し、通いサービスは午前 9時～午後 4時)  

通常の事業の実施地域 戸畑区、若松区、小倉北区（一部地域）、八幡東区（一部地域） 

登録、利用定員 登録定員２５名 

通いサービス定員１５名(1日につき)  

宿泊サービス定員５名(1日につき)  

 

登録・利用ができるのは、北九州市の介護保険被保険者に限

り、要支援１・２ 要介護１～５の方です。 

 

３．職員の配置状況 

当事業所では、利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護サービスを提供する職員

として、次の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

・管理者    ： １名 

・介護支援専門員： １名 

・介護従業者  ： １１名 介護職員９名、看護職員２名（非常勤） 

 

４．事業所が提供するサービス、利用料金、ご利用の変更・追加・中止 

利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「小規模多機能型居宅介護計画及び

介護予防小規模多機能型居宅介護計画」（以下、「小規模多機能型居宅介護計画」という。）

を作成し、通い、宿泊、訪問のサービスを組み合わせて提供いたします。この『小規模

多機能型居宅計画』の内容を利用者及びその家族に説明します。 

 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される部分があります。 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく部分があります。 

※契約期間の中途において消費税率の改定もしくは介護保険利用者負担金に関わる基本

単位の変更が行なわれた場合には、事業者からの通知の有無にかかわらず、消費税率改

定後の税率および変更後の基本単位により計算することとします。 

 

（１）介護保険の給付対象となるサービス 

〈宿泊・通いサービスの概要〉 

①食事 

・当事業所では、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供し

ます。 



・ご利用者の身体状況などにあわせて食事の支援をさせていただきます。 

・家庭的な雰囲気を大切にするため、専門の調理員を置かず、介護職員が調理も担

当いたします。 

②入浴 

ご利用者の身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を支援する為、ご利用者の

意向に応じて、入浴または清拭の機会を設けます。 

(ご利用者の体調により、変更・中止となる場合があります。)  

③排泄 

ご利用者の状態に合わせた排泄の介助を行います。 

④機能訓練 

看護職員または介護職員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送

るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施し利用者の

活性化を図ります。 

⑤送迎 

身体の状態、地理的条件等により送迎を必要とする方については、送迎を行いま

す。 

⑥その他自立への支援 

寝たきり防止の為、できる限り離床に配慮します。生活のリズムを考え、毎朝夕

の着替えを行うよう配慮します。清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が

行なわれるよう援助します。 

 

〈訪問サービスの概要〉 

①身体介助 

②生活援助 

〈サービス利用料金〉 

介護保険が適用される場合は、別表の料金の金額をお支払い下さい。 

 

要介護度 

基本単位 利用料 利用者負担額 

1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要支援１ 3,450 ３５，０８６ 円 ３，５０９ 円 ７，０１８ 円 １０，５２６ 円 

要支援 2 6,972 ７０，９０５ 円 ７，０９１ 円 １４，１８１ 円 ２１，２７２ 円 

要介護１ 10,458 １０６，３５７ 円 １０，６３６ 円 ２１，２７２ 円 ３１，９０８ 円 

要介護２ 15,370 １５６，３１２ 円 １５，６３２ 円 ３１，２６３ 円 ４６，８９４ 円 

要介護３ 22,359 ２２７，３９１ 円 ２２，７４０ 円 ４５，４７９ 円 ６８，２１８ 円 

要介護４ 24,677 ２５０，９６５ 円 ２５，０９７ 円 ５０，１９３ 円 ７５，２９０ 円 

要介護５ 27,209 ２７６，７１５ 円 ２７，６７２ 円 ５５，３４３ 円 ８３，０１５ 円 

〇 当事業所の地域区分は【７級地：1単位 10.17円】となります。 



 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスについては、利用料金の全額が利用者のご負担となります。 

〈サービス・加算の概要と支払い〉 

〇 初期加算：30単位/1日（初回及び初回相当時のみ） 

登録した日から 30 日以内、又は 30日以上、病院又は診療所に入院していた利用

者が再利用となった場合に加算となります。 

 

〇 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 

厚生労働省の定める基準に適合している、介護職員の賃金の改善等を実施してい

るものとして、市町村に届け出た事業所に対し加算となります。 

 

  〇 認知症加算（Ⅳ）：460単位/月 

    要介護状態区分が要介護 2 である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ

に該当する者に対して小規模多機能型居宅介護を行った場合に加算となります。 

 

①介護保険が適用されない場合は全額（10 割）お支払いいただきます。 

☆利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一

旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、申請することで

自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サ

ービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、

利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した、「サービス提供

証明書」を交付します。「サービス提供証明書」を後日、市町村の介護保険担当窓

口に提出していただきますと、自己負担額を除く金額が支払われます。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者

の負担額を変更します。 

②食費（食材料費及び調理費） 

宿泊 1 食あたり５１４円（消費税４７円を含みます。） 

通い 1 食あたり５１４円（消費税４７円を含みます。） 

当日、何らかの理由で食事をされなかった場合でも食費をいただくことがあります。

ご了承ください。 

上記、食費の他、特別な食事の提供を行った場合は実費負担していただきます。  

 

③滞在費(宿泊サービスご利用時)  

滞在費は、居室料と水道光熱費相当の合計額とし、次に掲げる金額となります。た

だし、滞在費については、事業年度に見直し、変更することがあります。 

１日あたり２５００円（消費税２２７円を含みます。） 



④上記の他、日常生活上通常必要なものであって、ご利用者に負担していただくこと

が適当と認められるものについては、実費用等を負担していただくことがあります。 

(３)利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１カ月分をまとめて請求させていただきますので、

次のいずれかの方法でお支払い下さい。お支払い方法は次のとおりです。 

① 現金払い 

② 指定口座への振込み（次の金融機関に限らせていただきます。）  

翌月の２５ 日迄にお振込み下さい。 

※金融機関：西日本シテイ銀行 戸畑支店 

 (４)利用の変更・追加 

利用者の希望により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用を変更、又は、新たな

サービスの利用を追加することができます。この場合にはサービス実施日の前日までに

事業者に申し出てください。介護支援専門員が相談させていただきます。サービス利用

の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者および家族等の希望す

る期間サービスの提供ができない場合は、他の利用可能日を利用者および家族等に提示

して協議させていただきます。 

 (５)利用の中止 

利用予定期間の前に、利用者の希望により、小規模多機能型居宅介護サービスの利用

を中止することができます。この場合にはキャンセル料はいただきませんが、利用予定

日の前日までに申し出てください。ただし、利用者の体調不良等正当な事由がある場合

は、当日の申し出でも結構です。利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を

中止することができます。その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払

いいただきます。 

 

５．サービス利用に関する留意事項 

（１）持ち込みの制限 

宿泊、通いサービスの利用にあたり、次のものは原則として持ち込むことができませ

ん。 

・ 劇薬や可燃性の強い油等の危険物。 

・ ペット類、刃物類。 

制限ではありませんが、下記にご留意ください 

① 持ち込み時は記名のうえ、事業所への報告・物品確認のための撮影の実施 

② 経年劣化・破損・紛失による代替が可能な安価な物の選択 

③ 多額の現金や通帳、思い出深い代替の効かない物品の持ち込みは極力避ける 

 

（２）施設・設備の使用上の注意 

・ 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 



・ 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊

したり、汚したりした場合には、利用者に自己負担により現状に復していただく

か、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

・ 宿泊サービスの利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要が

あると認められる場合には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとること

ができるものとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護につい

て十分な配慮を行います。 

・ 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

（３）利用者及び利用者の家族等の禁止行為 

・ 職員に対する身体的暴力（身体的な力を使って危害を及ぼす行為） 

  例：コップを投げつける／蹴る／唾を吐く 

・ 職員に対する精神的暴力（個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、

おとしめたりする行為） 

  例：大声を発する／怒鳴る／特定の職員に嫌がらせをする／「この程度できて当

然」と理不尽なサービスを要求する 

・ 職員に対するセクシュアルハラスメント（意に添わない性的誘いかけ、好意的

態度の要求等、性的ないやがらせ行為） 

  例：必要もなく手や腕を触る／抱きしめる／あからさまに性的な話をする 

 

（４）その他 

   利用中のご様子を弊社のブログや広報誌に掲載することがあります。 

 

６．サービス契約の終了 

登録者及び事業者は、サービス利用契約書第 14 条 15 条に則り、または利用者やその

家族が本重要事項説明書５. サービス利用に関する留意事項に著しく反したときサービ

ス契約を解除することができる。 

 

７．事故発生時の対応 

サービスの提供中に事故が発生した場合は、当法人各対応マニュアル（別紙）により、

北九州市、主治医、家族、協力病院機関等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる

ものとします。 

 

＜協力医療機関＞ 

医療機関の名称：池園医院 

所 在 地 ：北九州市戸畑区中原西３丁目２-１０ 

   医療機関の名称：かじわら歯科医院 

所 在 地 ：北九州市若松区下原１-１ 

事業者の責任によりご利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を

賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生に



ついて、利用者に故意又は過失が認められる場合にはこの限りではありません。 

８．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の窓口で受付けます。 

担当者：藤野 ちづ子 

電話番号：０９３―８７３―７７８８ 

受付時間：８：３０～１７：３０ 

月～金曜日の午前 8 時３０分から午後５時３０分の間は担当者がおりますが、それ

以外の場合でも受付しております。又、担当者不在の場合には、担当者に連絡して担

当者から折り返し連絡いたします。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

門司区役所 

保健福祉課 介護保険係 

 

所在地 ：北九州市門司区清滝１丁目１－１  

電話番号：０９３－３３１－１８９４ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

小倉北区役所  

保健福祉課 介護保険係 

 

所在地 ：北九州市小倉北区大手町 1番 1号 

電話番号：０９３－５８２－３４３３ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

小倉南区役所 

保健福祉課 介護保険係 

所在地 ：北九州市小倉南区若園５丁目 1－2 

電話番号：０９３－９５１－４１２７ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

戸畑区役所 

保健福祉課 介護保険係 

所在地 ：北九州市戸畑区千防 1丁目１－１ 

電話番号：０９３－８７１－４５２７ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

八幡西区役所 

保健福祉課 介護保険係 

 

所在地 ：北九州市八幡西区黒埼３丁目１５－３ 

電話番号：０９３－６４２－１４４６ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

八幡東区役所 

保健福祉課 介護保険係 

 

所在地 ：北九州市八幡東区中央１丁目１－１ 

電話番号：０９３－６７１－６８８５ 

受付時 ：８：３０～１７：１５ 

若松区役所 

保健福祉課 介護保険係 

 

所在地 ：北九州市若松区浜町 1丁目１－１  

電話番号：０９３－７６１－４０４６ 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

北九州市保健福祉局介護保険課 

 

所在地 ：北九州市小倉北区城内１番１号 

電話番号：０９３－５８２－２７７１ 



 受付時 ：９：００～１７：１５  

福岡県国民健康保険団体連合 

 

 

所在地 ：福岡県福岡市吉塚本町１３番４７号 

電話番号：０９２－６４２－７８５９ 

受付時 ：９：００～１７：００ 

株式会社さわやか倶楽部 

 

 

所在地 ：北九州市小倉北区熊本２丁目１０番１０号 

電話番号：０９３－５５１－５５５５ 

受付時間：８：３０～１７：３０ 

小規模多機能さわやか中原館 

管理者：藤野 ちづ子 

所在地：北九州市戸畑区中原西３丁目８-１２ 

電話番号：０９３-８７３-７７８８ 

受付時間：８：３０～１７：３０ 

 

９．第三者による評価の実施状況等 

第三者評価は受けていません。但し、事業者は自ら提供するサービスを振り返り、サー

ビスの質の向上のため全ての職員参加の下話し合い自己評価を行います。事業所として

の改善点を明確にした上運営推進会議で地域の評価を受け質の向上を図ります。 

 

１０．秘密保持について 

事業者は業務上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密並びに個人情報につい

ては利用者又は第三者の生命・身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合

又は利用者の事前の同意がある場合を除いて、契約中及び契約終了後も、第三者に

漏らすことはありません。 

 

１１. 非常災害時の対策 

   防火管理者：梶 郷代 

   避難訓練 ：年２回、火災・地震等を想定した訓練を行います。 

   防火設備 ：スプリンクラー、自動火災報知機、煙感知器、誘導等、消火器 

 

１２．衛生管理等 

（１）利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的

な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じます。 

（２）食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所

の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をお



おむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底して

います。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施

します。 

 

１３．緊急時の対応方法について 

指定（介護予防）小規模多機能型居宅介護の提供中に、利用者に病状の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとと

もに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。また、主治医への連絡が困難な場合

は、救急搬送等の必要な措置を講じます。 

 

１４．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

（２） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業

者に周知徹底を図っています。 

（３） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを

市町村に通報します。 

 

１５．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のお

それがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考え

られるときは、利用者やその家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間等

を説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことが

あります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束時間、経過観察や検討内容を記録し、

５年間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体

に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が

及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくな



った場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１６．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）小規模多

機能型居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早朝の業務再開

を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を

講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

指定小規模多機能型居宅介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。 

 

 

                            年  月  日 

 

事業者 

所在地：北九州市小倉北区熊本 2丁目 10番 10号 

名称：株式会社 さわやか倶楽部 

代表者：代表取締役 山本 武博         印 

 

    説明者氏名：                    印 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定小規模多機能型居宅

介護サービスの提供開始及び利用料の徴収に関して同意しました。 

 

  年  月  日 

 

利用者 

住所： 

 

       氏名：                    印 

 

代理人 

       住所： 

 



       氏名：                    印 

 


